
登録型本人通知制度の オンライン申請 をご利用ください

　登録型本人通知制度とは、戸籍や住民票などの証明書を本人の代理人や第三者
に交付したとき、本人へ通知する制度です。不正請求の早期発見や抑止に
つながります。
　事前登録が必要です。（窓口や郵送での申請も可）なお、同一世帯でまとめ
て登録申請することもできます。申請方法など詳しくは、市ホームページをご
覧になるか、市民課へお問い合わせください。 問　市民課　☎537-5615

▲登録型本人通知制度
についてはこちら

▲申請はこちら

登録して安心！

申請にはマイナンバーカードと、
読取可能なスマートフォンが必要です。

「おおいた医療ネット」が７月から始まります

※�ご利用は任意です。おおいた医療ネットに関する説明を受け、
診療情報の共有に同意した人が利用できます。

・より良い医療を提供するため、地域の医療機関が診療情報を共有するシステムです。
・参加施設に同意書を提出すると「おおいた医療ネットカード」が郵送で交付されます。

メリット１ かんたん
・カード 1枚を見せるだけで診療
情報の共有が可能です。

メリット２ べんり
・�はじめて受診する医療機関でも、これまで
の服薬状況や検査結果など診療情報が正
確に伝わり、継続して適切な治療を受ける
ことができます。
・�飲み合わせが悪い薬の服薬を防ぐことが
できます。

メリット３ あんしん
・�救急時や災害時も、これまで
の診療情報が確認できること
で、迅速で適切な処置を受け
ることができます。

参加医療機関や保健所などにパンフレットと同意書を置いています。ぜひお申し込みください。

問　おおいた医療ネットワーク運営協議会事務局
（市保健所２階）　☎576-7150
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それぞれ「許可」し、
撮影・送信を開始
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�●事前登録は不要、指令員からのメッセージ内のURLをタップするだけで起動します。
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●�映像は指令センターへ伝送
されます。

●�指令員が現場の状況を正確
に確認することができます。

●�必要に応じ応急手当を指導
します。

通信料金が通報者側のご負担になります。
ご理解とご協力をお願いします。

まず119番

映像送信協力を依頼します

システムが起動します

映像を送受信
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緊急事態だ！
119番‼

起動したら「通報する」をタップ

●119 番通報後、指令員の指示により音声をスピーカーに切り替えてください。
●指令員が通報者にショートメール（SMS）を送信します。

SMSに届いたURLをタップ

●�必要に応じ応急手当の動画を
指令員が送信し、指導します。

～あなたの勇気が命を救う～

※�自身の安全を確保したうえで
通報してください。

※�映像通報のお願いは通報者の安全が確保されていることが前提となります。

指令員が必要と
判断した場合
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